
（別紙１） 

松本市庄内屋内プール外１施設の管理運営に関する仕様書 

 

１ 目的 

この仕様書は、松本市庄内屋内プール外１施設の管理運営に関する基本協定書（以下「本協

定」という。）及び松本市庄内屋内プール外１施設の管理運営に関する年度協定書（以下「年

度協定」という。）に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の詳細について定めることを

目的とする。 

 

２ 管理施設 

⑴ 松本市ゆめひろば庄内（館管理等） 

  ア 所在地 松本市出川１丁目５番９号 

  イ 施設内容 

   (ｱ) 構造      鉄筋コンクリート造地下２階地上４階建 

   (ｲ) 敷地面積    ４，７００．７９㎡ 

   (ｳ) 延床面積    ４，４１１．５０㎡ 

   (ｴ) 地下１・２階  庄内屋内プール 

   (ｵ) 地上１階    庄内地区公民館 

   (ｶ) 地上２階    庄内トレーニングルーム 

   (ｷ) 地上３・４階  庄内体育館 

   (ｸ) 仮設駐車場面積 １，０３９．３７㎡ 

 ⑵ 松本市庄内屋内プール 

  ア 所在地 松本市出川１丁目５番９号（ゆめひろば庄内地下１・２階） 

  イ 床面積 

   (ｱ) 地下１階      ３４１．５７㎡ 

   (ｲ) 地下２階    １，１２２．４２㎡ 

ウ 施設内容 

   (ｱ) 地下１階 

    ａ 空調機械室 

    ｂ プール機械室 

    ｃ ボイラー室 

    ｄ 発電機室 

    ｅ 倉庫（２か所） 

    ｆ ドライエリア 

   (ｲ) 地下２階 

    ａ ２５ｍ×５コースプール 

    ｂ ５ｍ×５コースリハビリプール 

    ｃ ジャグジー 

    ｄ 事務室、監視室 

    ｅ 採暖室 

    ｆ 男女更衣室、シャワー室、トイレ 

    ｇ 器具庫、物入れ 



    ｈ プール機械室 

ｉ ドライエリア 

⑶ 松本市庄内トレーニングルーム 

  ア 所在地 松本市出川１丁目５番９号（ゆめひろば庄内２階） 

  イ 床面積 ９２８．９４㎡ 

ウ 施設内容 

   (ｱ) 事務室 

   (ｲ) 管理室 

   (ｳ) 医務・相談室 

   (ｴ) 一般用トレーニング室 

   (ｵ) 教室用トレーニング室 

   (ｶ) リハビリ用トレーニング室 

   (ｷ) 男女更衣室、シャワー室、トイレ 

   (ｸ) 倉庫（３か所）、器具庫 

   (ｹ) 会議室 

 

３ 業務内容 

⑴ 指定管理施設の利用許可に関すること。 

⑵ 指定管理施設の利用料金の徴収、減免及び還付に関すること。 

⑶ 指定管理者の自らの発案で指定管理施設を活用して任意に実施する事業（以下「自主事

業」という。）に関すること。 

⑷ 指定管理施設の受付、監視及び利用者の指導に関すること。 

⑸ 指定管理施設、庄内地区公民館及び庄内体育館の日常清掃及び定期清掃業務に関するこ

と。 

⑹ トレーニングルーム測定室の特別な設備等の使用等の承認に関すること。 

⑺ 庄内地区公民館及び庄内体育館の鍵の貸し出し業務に関すること。 

⑻ 施設の維持及び設備管理に関すること。 

⑼ 施設全体の警備に関すること。 

⑽ 苦情・要望等への対応 

窓口、電話、メール、手紙等での本施設に対する利用者や近隣からの苦情、要望等を受け

た場合は、速やかにその内容を検討し、公正かつ迅速な対応を行うこと。 

⑾ その他指定管理施設の管理に付随する業務に関すること。 

 ア 施設利用者への助言・指導 

 イ 緑地帯及び周辺の維持管理（害虫駆除、除草、草刈、樹木等への水やり等） 

 ウ 池の維持管理（清掃等） 

 エ 駐車場、仮設駐車場の維持管理（清掃、除草、雪かき等） 

 オ その他市長が指示する業務等 

⑿ ゆめひろば庄内全体（指定管理施設及び庄内地区公民館、庄内体育館）の光熱水費の支 

払い及び自動販売機設置等に係る目的外使用者分の光熱水費の算出・請求（算出方法等は

別途目的外使用者と協議すること。） 

  

 



４ 業務実施条件 

⑴ 指定管理者は、施設の管理体制・管理水準を確保するため、以下の職員を配置すること。 

職種 必要な資格等 

業務責任者 

（管理責任者） 

①及び②の条件を満たす者 

① 施設の総括的な業務責任者としての資質・人格を持ち、プール 

及びトレーニングルームの管理・運営業務に必要な知識・技能を 

有する者 

② プールの安全及び衛生に関する知識を有する者 

  ※公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する 

講習会等を受講した者であり、これらに関する資格を取得して 

いることが望ましい。（有資格者を配置する場合は、資格者証 

等の写しを提出すること。） 

【参考：プール安全管理に関する資格等】 

・（公社）日本プールアメニティ協会 プール衛生管理者 

・（公社）日本プールアメニティ協会 プール施設管理士 

・（公財）日本スポーツ施設協会 公認水泳指導管理士 

・（公財）日本スポーツ施設協会 公認スポーツ施設管理士 

・（公財）日本スポーツ施設協会 公認上級スポーツ施設管理士 

                          など 

衛生管理者 

※業務責任者と

の兼任可 

次の条件を満たす者 

〇プールの安全及び衛生に関する以下の知識等を有する者 

・プールの水質管理、プール設備の維持管理 

・プール施設内の清掃 

・プールにおける疾病とその予防 

・プール施設内での事故防止と救護対策 

 ※公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する講 

習会等を受講した者であり、これらに関する資格を取得している 

ことが望ましい。（有資格者を配置する場合は、資格者証等の写 

しを提出すること。） 

プール監視員・ 

受付員 

① 及び②の条件を満たす者 

① 監視業務に必要な泳力を有する１８歳以上の心身ともに健康 

な者 

② 心肺機能蘇生法の講習等を受講した者または同程度の知識を 

有する者 

トレーニングル

ーム指導員 

トレーニング指導及びトレーニング機器の取扱い等に関する知

識・技能を有する者（有資格者を配置する場合は、資格者証等の写 

しを提出すること。） 

 

【参考：トレーニング指導に関する資格等】 

・（公財）健康・体力づくり事業財団 健康運動指導士 

・（公財）日本スポーツ協会 スポーツプログラマー 



・（公財）日本スポーツ協会 フィットネストレーナー 

・（公財）日本スポーツ施設協会 公認トレーニング指導士 

                         など 

  ※各種講習会や研修等は、積極的に参加し、資質向上に努めること。 

⑵ 職員の配置 

   指定管理者は、安全で衛生的な管理及び運営を行うために必要な人員を配置すること。 

配置人員の目安 
業務責任者 

（管理責任者） 
衛生管理者 監視員 指導員 受付員 

屋内プール 
１ 

１ ３ － １ 

トレーニングルーム － － １ １ 

⑶ 業務時間 

  ア 施設管理等            午前８時３０分から午後１０時３０分まで 

  イ プール受付・監視         午前９時から午後９時３０分まで 

  ウ トレーニングルーム受付・指導   午前９時から午後９時３０分まで 

 

５ 指導・監視業務 

⑴ プール監視業務従事者の定位置は、原則として利用者の事故の発見、指導と予防ができる 

最適の位置とすること｡ 

⑵ プール監視業務従事者は、事故発見等の緊急時に敏速且つ適切な対応が可能な者で、心肺 

蘇生法等の応急措置を行える者を配置すること。 

⑶ プール監視業務従事者の定期的な訓練・研修等を行うこと。 

⑷ 指定管理施設諸規定に違反する利用者の発見、指導及び事故の発見、予防をすること。 

⑸ その他業務責任者が指示する監視業務を行うこと。 

⑹ トレーニングルーム利用者に対し、使用上の注意及び機器の取り扱いの説明を適切に行い、 

事故の防止に努めること。 

⑺ 必要に応じトレーニングルーム利用者の体力測定を行い、適切な指導をすること。 

⑻ 事故・怪我等の発生時には、適切な処置を講ずること。 

⑼ その他施設利用者の人命の安全を図る上で必要な業務を行うこと。 

⑽ その他市長が指示する事項を行うこと。 

 

６ 自主事業 

⑴ 指定管理者は、事業の内容が施設の設置目的に合致しており、一般利用者の利用を妨げ

ないものであり、かつ十分な収支が見込まれると市が認めるときは、屋内プール及びトレ

ーニングルームにおいて自主事業を行うことができる。ただし、市の調整会議による各種

大会等の使用、市が主催する事業（教室等）については、それを優先すること。また、日程

等については市と協議すること。 

⑵ 指定管理者は、自主事業を定期的に実施しようとするときは、イベント・教室等年間計画

書を提出し、市の承認を得るものとする。また、随時に実施するときについても、事前に報

告をするものとする。 

⑶ 指定管理者は、自主事業を定期的に実施するものは毎月毎のイベント・教室等事業 

報告書を作成し、当月分を翌月１０日までに、随時に実施するものは実施後１０日以 



内にイベント･教室等事業報告書を提出すること。 

⑷ 自主事業に係る経費については、市が支払う委託料とは別に経理し報告すること。 

 

７ 鍵の取り扱い 

⑴ 鍵の管理 

ア 鍵の保管について 

(ｱ) 指定管理者は、施設全体のマスターキーを保管し、紛失・盗難等がないよう厳重に

管理すること。 

(ｲ) 施設全体のマスターキーの取扱いは、指定管理者が責任を持ち管理し、従事者の名

簿を市に提出すること。 

(ｳ) 合鍵の作成の必要が生じた場合には、市に報告のうえ作成すること。 

⑵ 鍵の貸し出し等 

  ア 庄内地区公民館及び庄内体育館の鍵の貸し出しを行うこと。ただし、平日は１７時１

５分から２０時００分までの間、土・日・祝日は受付業務時間内とする。 

イ 貸し出しの場所 

    庄内トレーニングルーム 

 

８ トレーニング機器の維持管理 

⑴ 日常点検 

ア トレーニング機器等の各部作動の確認・点検等の日常点検、整備作業を行うことによ

り故障を未然に防ぎ、設備の機能を常時良好な状態に保守し、機器等の利用に支障をき

たさないように努めること。 

イ 機器に異常を発見した場合、速やかに修理・補修を行い事故の発生を未然に防ぐよう

十分な措置を講ずること。 

⑵ 定期点検 

 定期的に専門業者に委託し、保守点検を年２回実施すること。この場合の費用は指 

定管理者が負担する。 

 

９ 施設設備の維持管理 

施設設備の管理については、関連諸法規及びこの仕様書に基づき設備等の機能を常に 

最良の状態に保ち、施設の安全環境を確保するよう努めること。 

⑴ 管理設備内容 

   ア 電気設備 

    配電設備、各種監視盤、電気配線設備、その他 

   イ 空調設備 

    主要熱源機器、自動制御機器、換気設備、その他 

  ウ 衛生設備 

    給水設備、排水設備、衛生器具設備、ガス設備、給湯設備、その他 

  エ 消防設備 

    消火器、防排煙装置、火災警報装置、誘導灯及び誘導標識、その他 

⑵ 設備管理業務内容 

ア 設備機器の運転操作及び監視については、現場の実態を十分把握して業務を遂行し、



運転にあたっては運転方式の検討、設備調整及び研究を行うとともに、運転中は常時監

視し、負荷の変動、四季の気温の変化等を良く認識し経済的な運転に努めること。 

イ 設備の維持管理（日常点検、定期点検、補修）については、設備全般にわたり関 

係法規に基づき定期的に保守点検を実施するとともに、作動状況の確認・点検等の 

日常点検、整備作業を行うことにより故障を未然に防ぎ、設備の機能を常時良好な 

状態に保守し、支障をきたさないように努めること。また、設備に異常を発見した 

場合には、速やかに修理・補修を行い、事故の発生を未然に防ぐよう十分な措置を 

講ずること。 

ウ 設備関係の運転、点検、修理等状況を記入した日誌及び日常点検記録表並びに定期点

検、測定記録、その他設備管理上必要な記録をとるとともに必要な年限を決めて保管す

ること。 

エ 設備関係の清掃、点検にあたっては、関係設備、機器類の構造、性能等を熟知し 

た専門技術者により行わせ、外観上の機能のみならず実際に作動させその実質機能 

の検査を確実に行うこと。 

  オ 火災､停電、断水等の異常が発生した場合は速やかに関係者と連絡をとり、適切な措置

を講ずること。 

  カ 防火管理者を置き、消防計画の作成、消防用設備の維持管理、消火・避難訓練の実施、

消防署への報告等、防火管理上必要な業務を行うこと。 

キ 電気、水道、ガス等のメーター類の検針、使用料の記録をとること。 

ク 官公庁検査、各設備の関係業者の定期検査の立会い及び関係法令等に基づく各種報告

書等の作成及び提出、連絡及び必要業務の代行をすること。 

ケ その他施設設備の保全管理上必要な業務を行うこと。 

⑶ 定期点検 

 定期的に専門業者に委託し、保守点検を実施すること。この場合の費用は指定管理 

者が負担する。 

  ア 自家用電気工作物保安管理（契約行為は市） 

  イ 機械設備保守点検（空調機類、ポンプ類、暖房機類等） 

  ウ 消防設備保守点検（防火対象物定期点検を含む） 

  エ エレベーター機器保守点検 

  オ 自動ドア保守点検 

  カ ろ過システム設備保守点検 

  キ 熱源システム設備保守点検（ボイラー点検時の吸排気口定期清掃含む） 

  ク 可動床保守点検 

  ケ 建築設備定期点検 

  コ 防火設備定期点検 

  サ その他施設設備の管理上当然である保守点検 

 ⑷ 水質検査 

厚生労働省の指導による「遊泳用プールの衛生基準」及び「長野県遊泳用プール指 

導要綱」に基づき、屋内プールの維持管理を行い、下記の水質検査等を実施すること。 

ただし、専門業者に委託した際の費用は指定管理者が負担する。 

  ア プール水質検査６項目（水素イオン濃度・濁度・過マンガン酸カリウム消費量・大腸

菌・一般細菌・遊離残留塩素） 



   (ｱ) ２５ｍプール 毎月実施 

   (ｲ) ジャグジー、リハビリプール 年４回実施 

  イ 総トリハロメタン検査 

    ２５ｍプール 年１回実施 

  ウ レジオネラ属菌検査 

    ジャグジー 年２回実施 

 ⑸ ボイラーばい煙測定 

   大気汚染防止法に基づくばい煙等の測定・記録業務 

 ⑹ 害虫防除 

   ゆめひろば庄内全体の害虫防除業務（調査及び薬剤散布等） 

⑺ 管理計画書等 

点検、測定、清掃等の作業は、施設の運営に支障をきたさないよう系統的にかつ統一的

に管理計画等をたて実施すること。 

 

10 清掃 

  公共施設としての美観及び職場環境を常に最良の状態に保つため、施設内外の清掃を行う

こと。清掃作業に必要な器具、消耗品等は指定管理者の負担とする。 

⑴  日常清掃 

ア プール事務室、プール、プールサイド等、２Ｆ管理室、トレーニングルームの清掃 

イ トレーニング機器の清掃 

ウ シャワー室、更衣室、廊下等の清掃 

エ 駐車場等敷地内及び周辺のゴミ拾い 

オ 特に市が指示する事項 

⑵ 専門業者に委託することができる日常清掃・定期清掃等 

施設全体の良好な環境衛生及び美観を保つため、専門業者に委託することができる 

主な清掃業務は次のとおりとする。この場合の費用は指定管理者が負担する。 

  ア 日常清掃 １回／日（毎日） 

(ｱ) 玄関、ロビー、通路、階段 

(ｲ) 庄内地区公民館、庄内体育館 

(ｳ) 便所、更衣室、シャワー室、洗面室 

(ｴ) 湯沸室、昇降機（エレベーター） 

(ｵ) その他手すり、幅木、電話機、ドア取手、ガラス器具、鏡等全般 

(ｶ) 館回り全般 

  イ 定期清掃 

(ｱ) ビニール床シート部分の洗浄、ワックスがけ 

(ｲ) フローリング部分の洗浄、ワックスがけ 

(ｳ) カーペットタイル部分のシャンプークリーニング 

  ウ 特別清掃 

(ｱ) 外壁面の窓ガラス及び枠 

(ｲ) 緑地及び周辺の除草・草刈 

  エ 可動床下等潜水定期清掃 

  オ 受水槽清掃（清掃時の水質検査含む） 



11 管理物品 

 ⑴ 市があらかじめ指定管理施設に備え付けた備品（別表１及び２）について、指定管理者

はこれを無償で使用することができる。 

⑵ 指定管理者が管理業務を遂行するため必要とする備品及び消耗品については、あら 

かじめ市の了解を得て、指定管理者の負担により施設に備えることができる。 

⑶ 施設の物品の更新及び補充については、原則として、消耗品は指定管理者が、備品 

は市が負担するものとするが、判断が困難なものについては、別途協議する。 

⑷ 物品の貸与期間は、指定管理者の指定の期間と同一の期間とする。 

 

12 管理施設の改修等 

管理運営業務に関する責任区分、費用負担については、次のとおりとする。ただし、指定管 

理者の責めに帰すべき事由より修繕等の必要が生じたときは、指定管理者の負担とする。 

⑴ 施設の大規模改修に要する費用 … 松本市の負担 

⑵ 年額１００万円の範囲内で対応することができる小破修繕 … 指定管理者の負担 

⑶ 年額１００万円を超えることとなる小破修繕 … 別途協議 

 

13 賠償責任と保険 

⑴ 指定管理者の賠償責任 

指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し市または第三者に損害

を与えたときは、民法第 709 条の規定により、その損害を賠償しなければならない。また、

国家賠償法第 1条又は第 2条の規定により市が第三者に当該損害を賠償したときは、市が求

償権を行使することがある。 

⑵ 保険の加入 

指定管理者は自らのリクスに対応して、適正範囲で保険に加入すること。 

   【松本市が付保している保険】 

・「（社）全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済会」 

・「全国市長会市民総合賠償補償保険」 

 

14 緊急時の対応 

指定管理者は、緊急時のマニュアルや緊急連絡網の作成等、緊急時に対応できる体制をと

ること。館内において、災害、事故、犯罪等の非常事態の発生が予想されるとき又は発生した

ときは、直ちに市に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、事態が緊急を要する

場合においては、利用者の安全確保に関する措置及び施設等の保全措置を優先して講じた後、

速やかに市に報告すること。 

   

15 帳簿の備置 

指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿及び経理規程を設けること。 

 

16 会計管理口座 

本業務に係る収入及び経費については、団体独自の口座とは別の口座で管理すること。 

 

 



17 使用料徴収 

⑴  松本市体育施設の設置管理等に関する条例（昭和３９年条例第４４号。以下「条例」い 

う。）第６条の規定に基づき利用料金の徴収を行うこと。条例第６条の２第２項の規定によ

り、利用料金は、指定管理者の収入として取り扱う。 

⑵ 現金の管理を安全かつ確実に取り扱うため、現金取扱責任者を定めるほか必要な体制を

整備すること。 

⑶ 指定管理者は、市長と利用料金の設定に係る協議を行い、条例別表第１３及び第２２に

定める額の範囲内で、市長の承認を受け利用料金を設定することができる。ただし、指定

管理者が交代する場合の前納された使用料等（回数券等を含む）については、次の指定管

理者と算出及び支払方法等協議のうえ精算すること。 

   

18 減免の取扱い 

指定管理者は、条例第６条の２第３項の規定により、市長が別に定める基準に従い、利用 

料金を減免し、又は還付することができる。 

 

19 目的外使用許可 

自動販売機等の行政財産目的外使用に関する許可行為は、市が行う。 

 

20 疑義についての協議    

本仕様書の業務に関し、疑義が生じたとき、業務の前提条件や内容が変更したとき、または 

特別な事情が生じたときは、市と指定管理者協議のうえ本仕様書の規定を変更することがで

きる。 

 

21 インボイスの対応 

インボイス制度に基づき、適格請求書（インボイス）の交付や交付したインボイスの保存等の 

事務を行うこと。 

 

22 公契約条例の対応 

松本市公契約条例に基づき、初年度の業務開始時に労働環境報告書を提出すること。また、指 

定管理期間中に報告書に記載した内容に変更があれば都度提出すること。清掃業務など特定の業 

務を第三者に委託する場合は、委託先業者からも提出すること。 

 

23 キャッシュレスの対応 

利用料金は、現金収納およびキャッシュレス決済機を使用した収納を行うこと。 


